
別紙２－１

契約変更の流れ
（インフレスライド・全体スライド）

受注者 多摩市

案内通知

変更協議の請求
（工期末の２ヶ月前まで）

（様式１－１、１－２、４

ほか）

請求の受領

スライド額協議開始日

の設定・通知
（様式２）

協議書の送付
（様式３－１）

契約変更の承諾

スライド額協議開始日

の通知受領

出来形数量、残工事量、

スライド額（案）の算出
※請求日から１４日以内に実施

承諾書の送付
（様式３－２）

協議書の受領

承諾書の受領

スライド額協議開始日の翌日から起

算して１４日以内にスライド額を決

定します。（１４日以内に協議が整

わない場合は、市がスライド額を設

定し、受注者に通知します。（様式

３ー３））

契約変更の協議

契約変更完了

総務契約課

工事主管課

工事主管課

工事主管課

工事主管課

総務契約課

総務契約課


